
 

 

 スプリンクラー設備を設置しなければならない対象物として、２７５㎡未満の消防法施行令別表第１

（６）項ロに掲げる防火対象物が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

６項ロ（１）～（５）とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６項ロ 施設名称 利用者 

（１） 老人短期入所施設等 高齢者 

（２） 救護施設 生活保護者 

（３） 乳児院 児童 

（４） 障害児入所施設 障害児 

（５） 障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設 障害者 

改正前 

２７５㎡以上の

６項ロ 

２７５㎡未満の 

６項ロ（１）・（３）の全て 

６項ロ（２）・（４）・（５）で、「介助がな

ければ避難できない者」を概ね８割以上

入所させるもの全て 

改正後 

６項ロがその利用対

象者により分類整理

されました。 



【介助がなければ避難できない者】とは？ 

 

 ・乳児又は幼児 

 ・障害支援区分４以上の者のうち、次の者が入所者の８割以上を占める 

   

  ○警報時に避難が認知できない者 

     「危険の認識」→「全面的な支援が必要」 

     「説明の理解」→「理解できない、理解できているか判断できない」 

 

  ○警報時にパニックで行動が不安定になる者 

   運動機能障害により自力ではほとんど移動できない者 

     「移乗」「移動」→「支援や介助が必要」 

     「多動・行動停止」→「ある」 

     「不安定な行動」→「ある」 

 

 

 

 

 

 

 

☆【スプリンクラー設備を設置することを要しない構造】 

 新たにスプリンクラー設備の設置が必要となる２７５㎡未満の６項ロに掲げる施設について、「スプリ

ンクラー設備を設置することを要しない構造」が見直されました。 

 

 

 

 

「火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造」のことで、当該構造を有する施設はスプリンクラー

設備の設置を要しないとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７５㎡以上の 

（６）項ロ 

にのみ適用できる 

・２７５㎡未満の（６）項ロにも適用できるようになりました。 

・１００㎡未満の小規模な施設に対する新たな規定が制定されました。 

・共同住宅の一部を（６）項ロ（当該部分は２７５㎡未満）として利用

する防火対象物に対する新たな規定が制定されました。 

改正後 
改正前 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260326_yo101.pdf


 

 

経過措置 

 

新築（改正後の基準に適合） 

既存（従前の基準） 

平成３０年３月３１日まで経過措置 
改正後の基準に適合 

H27.4.1施行 H30.3.31 


